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１ 公募の趣旨                             

津市産業・スポーツセンター（以下「本施設」という。）は、産業振興施設「メッセウイング・みえ」

及びスポーツ施設「サオリーナ、三重武道館」で構成する複合施設です。 

本施設は、津市（以下「市」という。）の産業及びスポーツの振興並びにレクリエーションの増進を

図るために設置し、様々な産業展示等を誘致するほか、市民のスポーツ利用を促進するとともに、積

極的なスポーツ大会・興行等の誘致、新しい視点でのスポーツプログラム等の提供を行う市の重要な

産業・スポーツの拠点施設です。 

市では、本施設の管理運営について、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、民

間事業者の持つノウハウを生かし、質の高い利用者サービスを提供するとともに、経費縮減と収益向

上により、低コストで高いクオリティの施設環境を持続的に維持していくため、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する

条例（以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、平成２８年度から指定管理者制度を導入してい

ます。 

本募集要項は、現指定管理者の指定期間が令和３年度末をもって満了することに伴い、令和４年度

以降の指定管理者を公募型プロポーザル方式により選定するために定めたものです。本施設の指定管

理者の応募に当たりましては、本募集要項に記載している条件等を十分ご確認のうえ応募ください。



2 

２ 管理・運営対象施設                         

⑴ 名称 

津市産業・スポーツセンター（メッセウイング・みえ、サオリーナ、三重武道館） 

⑵ 所在地 

三重県津市北河路町１９番地１ 

⑶ 施設規模 

ア 敷地面積

95,019 ㎡ 

イ 建物

⑷ 施設の内容 

■メッセウイング・みえ 

 （平成５年供用開始） 

大規模展示場を中心とした三重県

を代表する産業振興施設 

・展示場（Ａ、Ｂ、Ｃ ※３分割使用可）、商談室 1、商談室 2、1階中

研修室など(1階) 

・2 階大研修室、2 階中研修室、2 階会議室、特別会議室、ギャラリー

など(2階) 

※ その他、津市スポーツ文化振興部の執務室及びスポーツ関係団体事

務所スペースがあります。 

■サオリーナ 

（平成２９年供用開始） 

複合型スポーツ施設 

・メインアリーナ(1階)、メインアリーナ観客席(2 階) 

・サブアリーナ (1 階)、サブアリーナ観客席(2 階) 

・屋内プール(1階) 

・トレーニングルーム ・フィットネススタジオ(1階)  

・フリーウエイトルーム(1階)  ・多目的室×２室(1 階)   

・共用スペース（アスリートモール）(1、2 階)  など 

■三重武道館 

 （平成２９年供用開始） 

三重県と津市が共同して武道振興

を推進していくための施設

・柔剣道場(1階) 

・弓道場(2階) 

■屋外展示場及び多目的広場（兼

用駐車場含む。）、専用駐車場 

・屋外展示場及び多目的広場（兼用駐車場を含む。）約 1,750 台 

・専用駐車場 約 100 台 

※ 詳細は、参考資料を参照してください。 

⑸ 開館日及び使用時間 

ア 開館日

年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）を除く毎日 

ただし、プールについては毎月の第２火曜日を休館日とします。 

イ 使用時間

午前９時から午後１０時まで

※ ただし、ア、イいずれも指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、こ

れらを変更することができます。  

建築面積 延床面積 

全体 24,320 ㎡ 29,171 ㎡

 うち、メッセウイング・みえ※付属建物の倉庫棟を含む 7,159 ㎡ 8,700 ㎡

 うち、サオリーナ、三重武道館 17,161 ㎡ 20,471 ㎡
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３ 津市産業・スポーツセンターの経営理念と方針

⑴ 経営理念 

本施設は、スポーツ施設と産業振興施設を併せ持つ県内唯一の施設として、設置目的であるスポ

ーツの振興、レクリエーションの増進及び産業振興を図るため、利用者本位の安全・安心で快適な

サービスを提供するとともに柔軟な発想と創意工夫による質の高い充実した事業を実施し、市民の

健康で心豊かな暮らしと地域社会の活力増進に貢献します。 

また、施設の価値、機能、特性を最大限に活かし、市内外への周知・ＰＲに努め、産業展示や興

行などの収益性の高い事業を誘致するほか、市民や企業・団体等の利用を促進することで、稼働率

の高い高収益型の体質をつくるとともに、効果的・効率的な管理運営を通じて経費の削減を図り、

コストパフォーマンスの高い施設経営を行います。 

⑵ 基本方針 

ア 「する」「みる」「支える」の３つの視点でスポーツ・レクリーションに触れる機会を創造しま

す。 

イ スポーツ・レクリエーション、産業振興の拠点として広く情報発信を行い、スポーツや、コン

ベンションによる市内外からの誘客を図ります。 

ウ おもてなしの心を大切にする利用者本位の施設経営を行い、利用者に安全・安心、便利に快適

に楽しく使っていただけるサービスを提供します。 

エ 民間事業者等の優れた経営感覚を取り入れるなど、創意工夫による利用増進や経費削減、自主

事業による収益力強化といった採算性を見込んだ施設経営を行い、低コストで高いクオリティの

施設環境を提供します。 

⑶ 経営方針 

ア 施設運営・事業方針

ア 個人から団体まで市民がいつでも気軽に利用できる環境や仕組みを整え、市民の「する」ス

ポーツ・レクリエーション等の場を提供します。 

イ トップレベルの競技大会やプロスポーツ等を積極的に誘致することで、「みて」楽しむスポ

ーツ・レクリエーション等の場を提供します。 

ウ 地域のスポーツ団体等の育成やスポーツ・レクリエーションの指導者育成を通して、スポー

ツボランティアの普及啓発・育成を図り、スポーツを「支える」環境づくりを進めます。 

エ 三重県武道の中核施設として一般財団法人三重県武道振興会と協力して三重武道館の運営

を行い、武道の普及・振興の場を提供します。 

オ 優れた交通利便性と広大な駐車場を持つメッセウイング・みえのポテンシャルを活かし、多

数の産業展示・イベントの誘致を行い、産業振興の場を提供します。 

カ 県下有数の産業振興施設とスポーツ施設の併設で生まれるシナジー効果と規模の拡大によ

って、大規模催事からスポーツ、レクリエーション、産業の幅広い各種イベントや展示・販売

会などを誘致します。 

キ マーケティングの概念を取り入れ、地域の様々なネットワークと民間事業者等のノウハウを

活かして、利用者ニーズに合った新たな施設活用事業を展開するとともに、積極的な営業活動

に努め、利用促進、稼働率の向上を図ります。 
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イ 維持・管理方針

ア 民間事業者等の創意工夫を積極的に取り入れ、県を代表するスポーツ施設にふさわしい快適

で利便性の高い施設環境を提供します。 

イ 利用者の利便性向上や受益者負担の視点に立ち、使いやすい施設環境と利用しやすい料金設

定を行います。 

ウ ＰＤＣＡマネジメントプロセスによる継続的な改善を行い、よりよい利用環境を提供してい

きます。 

エ 予防保全の視点から、常に早めの修繕を心がけ、安全に安心して利用できる施設環境を維持

します。 

オ 中長期的な視点を持ち、ライフサイクルコストの軽減を図るとともに、ファシリティマネジ

メントの概念を取り入れ、資産・施設を有効に活用し施設価値の最大化を図ります。 

カ 継続的な省エネルギー・省資源施策を実施し、環境への負荷を軽減した施設の管理を行いま

す。 

４ 指定期間                             

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間 

５ 指定管理者が行う業務の範囲                     

指定管理者が行う主な業務については、以下のとおりです。詳細は、「津市産業・スポーツセンター

指定管理者要求水準書（以下「要求水準書」という。）」を参照ください。 

⑴ 指定管理者の必須業務（条例第７条関係） 

ア 施設運営業務 

イ 事業実施業務 

ウ 施設維持管理業務 

エ 経営管理に関する業務 

オ その他の必須業務 

⑵ 自主事業の実施業務 

本施設の効果的な運営に資することを目的に、指定管理者は、あらかじめ市に内容を提案し、承

認を得た上で、自らが企画する自主事業を実施するものとします。 

要求水準書「第４ 事業実施業務 ３指定管理者の自主事業」にその要求水準を記載しています。 

⑶ 業務の留意事項 

ア 業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。なお、業務の一部について

は、事前に市の承諾を受けた場合に限り、第三者に委託することができます。 

イ 行政財産の目的外使用許可、不服申し立てに対する決定等、地方自治法に規定する市長のみの
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権限に属する事務は、指定管理者が行う業務から除かれます。 

⑷ 関係法令等の遵守 

本施設の指定管理業務を行うに当たっては、次の関係法令等を遵守してください。 

ア 地方自治法ほか行政関連法規 

イ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連法規 

ウ 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例 

エ 津市産業・スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則 

オ 津市個人情報保護条例 

カ 津市個人情報保護条例施行規則 

キ 津市情報公開条例 

ク 津市情報公開条例施行規則 

ケ 津市行政手続条例 

コ 津市行政手続条例施行規則 

サ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

シ その他本施設を管理運営するための業務に関連する全ての法令等 

⑸ 指定期間前の事前準備業務等 

指定管理者は、業務が円滑かつ適正に始められるよう、指定期間の開始前に市との協議を十分行

ってください。その上で、以下の書類を作成し、提出するものとします。なお、作成等に要する費

用等は、指定管理者の負担とします。

ア 令和４年度事業計画書・収支計画書（自主事業の実施計画を含む。） 

イ 利用料金の承認申請書

ウ 危機管理マニュアル 

エ 受付（利用承認等）マニュアル 

オ その他市が必要と認める書類 

６ 指定管理者の業務に要する経費等                   

⑴ 収入 

ア 利用料金制度の採用

地方自治法第２４４条の２第８項及び条例第１６条に定める「利用料金制」を採用し、本施設

の利用料金は指定管理者の収入とします。 

イ 利用料金の額

    利用料金の額は、条例別表第１から別表第７に定める額の範囲内において、指定管理者があら

かじめ市長の承認を得て定める「承認料金制」を採用します。よって、本施設の管理運営に当た

っては、市場ニーズを踏まえた合理的な料金設定を行い、利用を促進し、収入の確保を図るよう

努めるものとします。ただし、料金設定を含む管理運営の基本姿勢として、社会全体の利益、住

民の福祉向上等公共の福祉が優先しますので、営利の追求に偏ることがないよう、特に留意して
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ください。 

ウ 利用料金の収入年度

    利用料金の収入年度は、使用日の属する年度の収入とし、令和４年４月１日から令和９年３月

３１日までの使用日分が指定管理者の収入となります。よって、施設別に年度で区別できるよう、

帳簿等を作成し、適正な管理及び処理を行うものとします。(指定期間が終了したとき、令和９年

４月１日以降の使用日の属する年度より前の年度に収納した利用料金については、市が指定する

者（次の指定管理者等）に引き継ぐものとします。) 

エ 利用料金の減額又は免除

    指定管理者は、条例第１７条の規定に基づき、利用料金の減額又は免除を行うことができるも

のとします。 

オ 利用料金の還付

    指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとします。ただし、条例第１８条の規定に該

当する場合には、その全部又は一部を還付することができるものとします。 

⑵ 支出 

本施設の指定管理者の必須業務に係る経費は、市が支払う指定管理料のほか、利用料金収入及び

その他の収入をもって充てるものとします。 

ア 指定管理料

   市が支払う指定管理料は、以下の金額を上限として、市の予算の範囲内で支払います。 

具体的な金額は、収支計画書（様式１２）で提案のあった金額を基本に、会計年度ごと（４月

１日から翌年３月３１日まで）に指定管理者と協議を行い、各年度協定書において決定します。 

■指定管理料の参考金額（上限額）（消費税及び地方消費税含む。） 

    総額 928,100 千円（５年間） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

180,900 千円 181,600 千円 185,100 千円 188,500 千円 192,000 千円

別紙１「指定管理料上限額の内訳（参考）」は、市が指定管理料の上限額を設定する際の内訳

ですが、これにとらわれることなく項目間の流用は可能です。ただし、支出の部の修繕費及び

特定非営利活動法人津市スポーツ協会との事業連携に係る費用については、他の項目に充てる

ことができません。 

また、市では、一般管理費として、本部人件費などの必要経費を一定の割合（人件費の１５％）

を設定し、計上しています。一般管理費の計上を提案する際には、内容を明確にした上で、提

案を行うものとします。 

イ 指定管理料等の精算

    指定管理者の必須業務を適正に実施する中で、利用料金収入の増加や経費の節減など、指定管

理者の経営努力により生み出された余剰金は、基本的には指定管理者の収入としますが、収支計

画を上回る利益があった場合には、利益の一部を利用者や施設へ還元する提案（イベント誘致、

利用者サービスデー、備品購入など）を行うものとします。 

    また、利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合、原則とし
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て補てんは行いません。 

    ただし、修繕費及び減免利用に係る利用料金収入については、この限りではなく、以下のとお

り取り扱うこととします。 

   (ｱ) 修繕費の精算

指定管理者が行う施設、設備及び備品等の修繕は、１件当たり１００万円未満（消費税及び

地方消費税を含む。）までのものとし、市が算出した以下の額を参考に収支計画書（様式１２）

に計上してください。これを超える金額の修繕が必要と判断した場合は、その金額を提案する

とともに、必要な理由を記載してください。 

年度ごとに見込（計画）額と実績を比較し、各年度末に余剰が生じた場合のみ精算を行いま

す。 

■指定管理者が行う修繕費の見込額（消費税及び地方消費税含む。） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

8,000 千円 9,000 千円 10,000 千円 11,000 千円 12,000 千円

   (ｲ) 減免利用に係る利用料金収入の精算 

利用料金収入（個人使用を除く）については、これまでの実績を参考に、減免団体の利用に

よる減収分を見込んだ収支計画を立てるものとしますが、見込額と実績額を比較し、年度ごと

にその差額の精算（余剰金の返還・不足分の補てん）を行います。 

収支計画書（様式１２）の作成にあたっては、以下の減免率をもとに減免額を計上してくだ

さい。 

■指定管理者が見込む減免利用による減収割合 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

メッセウイング・みえ 
（展示場の光熱水費を除
く設備器具含む。） 

10％ 10％ 10％ 10％ 10％

サオリーナ、三重武道館 
（専用使用、設備器具含
む。） 

26％ 26％ 26％ 26％ 26％

⑶ 屋外展示場及び多目的広場（駐車場兼用）の取扱い 

本施設においては、施設資源の有効活用の観点から、駐車場の一部を「屋外展示場及び多目的広

場」として位置づけ、広大な駐車場部分の活用を可能にしています。 

条例に利用料金が設定されており、指定管理者が使用を許可し、利用料金を徴収することができ

ます。施設資源の利用を促進し収益性を高めるとともに、地域社会にも役立つ運用に努めるものと

します。ただし、施設利用に伴う駐車場確保を優先する観点から、使用申請の期間を限定していま

すので、施設利用とのバランスを考慮し、円滑かつ効率的な運用を図るものとします。 

（例：パーク＆ライド用の臨時駐車場、屋外でのイベント・研修など） 

⑷ その他指定管理者が使用を認める場所の取扱い 

本施設においては、上記⑶に加え、施設資源の有効活用の観点から、施設内の様々な場所を「そ

の他指定管理者が使用を認める場所」として位置づけ、施設の使用に支障がなく利用者の利便性に
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資すると指定管理者が認める場合は、屋上広場、通路、エントランスホール、その他の場所及び空

間についても、活用ができるように規定しています。 

使用許可に当たっては、市長の承認を得て定めた利用料金及び使用目的の範囲内において、指定

管理者が使用を許可し、利用料金を徴収することができるものとしています。具体的な取扱いにつ

いては、市との十分な協議を要します。 

（例：自動販売機、ワゴン販売など、利用者の利用に供するもの） 

⑸ 行政財産の目的外使用の取扱い 

上記、⑶及び⑷の取扱いにおいては、市の他の施設では行政財産目的外使用として取り扱ってい

る物販や利便施設設置等の案件が指定管理者による使用許可の範囲で実施できることとなり、上記

に該当すると認められない場合のみ地方自治法第２３８条の４第７項及び津市財産に関する条例の

規定に基づく行政財産使用許可手続きが必要となります。 

（行政財産使用許可手続きが必要になる場合の例：敷地内への電柱の設置、携帯電話の基地局アン

テナなど、利用者の利用に供するものでないもの） 

⑹ 自主事業にかかる収入・経費等 

「５ 指定管理者が行う業務の範囲」に記載のとおり、指定管理者は自主事業を実施することと

していますが、自主事業に係る収入・経費等は「５⑴指定管理者の必須業務」と区分経理を行うこ

ととします。 

なお、自主事業に係る経費に指定管理料を充てることはできません。 

自主事業を実施する場合の施設の使用に係る利用料金については、自主事業から得られる収入及

び指定管理者の負担により支払うものとし、指定管理者の必須業務の利用料金収入に計上するもの

とします。 

   【指定管理者の収入と支出一覧】 

種別 業務の種類 収支科目 科目内容 

収入 指定管理者の必須業務 (1) 指定管理料 ・指定管理料 

(2) 施設運営収入 ・利用料金収入 

※ 上記⑶、⑷の利用料金含む 

自主事業 (3) 自主事業収入 ・教室等事業収入（参加料等） 

・イベント等事業収入 

・レストランスペース、テナントスペ

ースを自ら運営する場合の売上収

入 など 

支出 指定管理者の必須業務 (4) 管理運営経費 ・人件費、事務費、管理費、光熱水費、

業務委託費、保守管理費、修繕費、

機器リース料、租税公課など 

自主事業 (5) 自主事業に係る

費用 

・施設を専用使用する場合の利用料金

・自主事業を実施するための経費（人

件費、光熱水費、商品仕入など） 

⑺ 経理と管理口座 

経理と管理口座については、以下のとおり管理するものとします。 
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ア 会計の独立

    指定管理者としての会計は、指定管理者となった法人その他の団体それ自体の会計とは分離、

独立させてください。また、指定管理者の必須業務、自主事業についても、それぞれ独立して管

理するものとします。 

イ 口座の独立

    指定管理者の必須業務に関する経費及び収入は、指定管理者の必須業務以外の業務に係るもの

と区分して経理し、現金は金融機関に専用の口座を設けて管理するものとします。 

７ 成果目標の設定                           

指定管理業務の遂行に当たっては、本施設の設置目的に即した管理運営が行われているか、経営資

源を有効に活用しているかを常に意識し、日々改善をしていくという姿勢が必要であることから、「成

果目標」を設定するものとします。 

指定管理者は、「成果目標」に対する達成度の把握や現状分析などを行い、日々の業務の見直しや改

善に役立て、市は、事業報告書やヒアリングなどを通して、それらの報告を受け、評価を行います。 

成果目標として、以下のとおり利用者数を示しますが、本施設の経営理念や方針を踏まえ、利用率

についても提案してください。また、その他の定量的な目標のほか定性的な目標も提案するものとし

ます。 

なお、利用者数には、見学者等の来館者数を含みます。

⑴ メッセウイング・みえ 

成果目標該当項目 年間目標値 参考値 

展示場利用者数 １７０，０００人

平成３０年度 １５９，８１８人 

（全国高等学校総合体育大会を除く）

令和元年度  １８０，２４７人 

その他諸室利用者数 ３７，０００人
平成３０年度  ４０，６８０人 

令和元年度   ３２，３２７人 

⑵ サオリーナ、三重武道館 

成果目標該当項目 年間目標値 参考値 

利用者数 

サオリーナ     

３７５，０００人

三重武道館     

３６，０００人

サオリーナ 

平成３０年度 ３７７，９４５人 

（全国高等学校総合体育大会を除く）

令和元年度  ３７２，７６４人 

三重武道館 

平成３０年度  ３１，５３２人 

令和元年度   ４０，４１０人 
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８ 市と指定管理者との責任の分担及びリスク分担

市と指定管理者との責任分担は、原則として下表のとおりとします。 

項目 市 指定管理者 

施設（建物、工作物、機械設備等）の保守点検  ○ 

施設・設備の維持管理  ○ 

安全衛生管理  ○ 

施設の使用許可  ○ 

賠償責任保険加入  ○ 

事故・火災等による施設・備品の損傷 ○ ○（＊１）

施設利用者の被災に対する責任 ○ ○（＊２）

施設の火災共済保険加入 ○  

包括的な管理責任 ○  

＊１ 指定管理者の責めに帰すべき場合は指定管理者の責任になります。 

＊２ 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設利用者に災害があ

った場合は、被害が最小限となるように迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告しなけれ

ばなりません。 

※ 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協定で定めるこ

ととします。

  なお、本施設の管理運営を行うに当たり支障を生じさせるおそれのあるリスク分担については、下

記のとおりとします。 

ただし、リスク分担に定める事項で疑義がある場合又は定めのないリスクが生じた場合は、市と指

定管理者が協議の上、リスク分担を決定します。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 協議 指定管理者

物価変動 
収支計画に多大な影響を与えるもの  ○  

それ以外のもの   ○ 

賃金水準 賃金水準の上昇による人件費の増加  ○  

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等   ○ 

金利上昇等による資金調達費用の増加   ○ 

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更  ○  

税制変更 消費税（地方消費税を含む）率等の変更  ○  

許認可等 

市が取得すべき許認可等が取得・更新されない

ことによるもの 
○   

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新

されないことによるもの 
  ○ 

管理運営内容の

変更 

市の政策や指定管理者の発案による期間中の

変更 
 ○  

組織再編行為等 指定管理者の組織再編行為等により市に発生   ○ 
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する費用 

市議会議決 
指定の議決が得られないことによる管理運営

開始の延期 
  ○ 

需要変動 
大規模な外的要因による需要変動  ○  

それ以外のもの   ○ 

管理運営の 

中断・中止 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの   ○ 

それ以外のもの  ○  

施設等の損傷 

及び修繕 

指定管理者に帰責事由があるもの   ○ 

指定管理者が設置した設備・備品   ○ 

それ以外のもの（１００万円未満（消費税及び

地方消費税額を含む）） 
  ○ 

それ以外のもの（１００万円以上（消費税及び

地方消費税額を含む）） 
○   

利用者等への 

損害賠償 

市に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの   ○ 

市と指定管理者の両者、又は被害者・他の第三

者等に帰責事由があるもの 
 ○  

公募要項等 公募要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○   

不可抗力※ 

不可抗力による施設・設備の復旧費用  ○  

不可抗力による管理運営の中断  ○  

新型コロナウイルスその他新たに発生した感

染症等による管理運営の中断や対策等に要す

る経費 

 ○  

※暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、テロ、侵略、暴動、ストライ

キなど

９ 応募資格について                          

⑴ 応募者の形態・応募資格 

  応募者は、指定期間中、経営理念等に沿って安全かつ円滑に施設を管理運営し、本施設の設置目

的をより効果的・効率的に達成することができる法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は

複数の法人等により構成されるグループ（以下「共同事業体」という。）であって、次に掲げるすべ

ての要件を満たす者とします。 

なお、法人格の有無は問いませんが、個人での応募はできません。 

ア 国税、本社所在地における都道府県民税及び市町村税（支店等が参加する場合は、本店所在地

及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税）の滞納がないこと。（法人以外の団体にあっては、

代表者に滞納がないこと。） 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する一般競争入札の参加

者の資格を有していること。 
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ウ 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けていないこと。 

エ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる

者がその経営に実質的に関与していないこと。 

(ｱ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(ｲ) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(ｳ) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

(ｴ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって

暴力団又は暴力団員を利用している者 

(ｵ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(ｶ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(ｷ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に

基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定によ

る改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされて

いない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申

立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。 

カ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でないこと。 

キ 当該施設の管理運営に不可欠な資格等を有していること。 

ク 令和３年８月１０日（火）に開催する説明会に参加できること（応募に当たっての必須条件と

します。共同事業体での応募の場合は、共同事業体を代表する法人等の参加を必須とします。） 

⑵ 共同事業体の応募に関する事項 

本施設のサービスの向上及び業務の効率的な実施を図る上で必要な場合は、共同事業体として応

募することができます。この場合においては、次の事項に留意して応募してください。 

ア 共同事業体で応募する場合は、その名称を設定し、代表する法人等を定めてください。この場

合において、他の法人等は、当該共同事業体の構成員として扱います。なお、代表する法人等又

は構成員の変更は認めません。 

イ 協定の締結に当たっては、共同事業体の構成員すべてを協定当事者とします。応募後の連絡及

び選定後の協議は代表する法人等を中心に行いますが、協定に関する責任は共同事業体の構成員

すべてが負うことになります。 

ウ 共同事業体の構成員間における連帯責任の割合等については、共同事業体協定書で定めてくだ

さい。 

エ 代表する法人等にあっては「⑴ 応募者の形態・応募資格」アからクまでの要件を全て満たす

ものとします。また、構成員となる法人等にあっては、アからキまでの要件を全て満たすもの
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とします。 

10 指定管理者選定のスケジュール                    

令和 3年 7月 30 日（金） 募集要項配布開始 

▼

7月 30 日（金） 
～8 月 6 日（金）午後 5時 

説明会参加申込 

▼
8月 10 日（火） 
午後 2時～ 

説明会 

▼

8月 10 日（火） 
～13 日（金）午後 5時 

質問受付（1回目） 

▼

 8 月 19 日（木）午後 5時 質問回答 

▼

8月 20 日（金） 
～24 日（火）午後 5時 

質問受付（2回目） 

▼

 8 月 30 日（月）午後 5時 質問回答 

▼

8月 31 日（火） 
～9 月 10 日（金）午後 5時 

参加表明の提出 

▼

8月 31 日（火） 
～9 月 22 日（水）午後 5時 

応募書類の提出 

▼

 9 月下旬予定 応募資格の審査・結果通知 

▼

 9 月下旬～10 月上旬予定 第１次審査（書類審査）・結果通知 

▼

 10 月中旬予定 第２次審査（ヒアリング審査） 

▼

 10 月中旬予定 結果通知・指定管理者候補者の決定 

▼

 12 月下旬予定 指定管理者の指定（議会の議決） 

▼

令和 4年 3月まで 協定の締結 

▼

  事前準備業務 

▼

 4 月 1 日 指定管理業務開始 

  ※本スケジュールは、募集要項配布開始日時点の予定であり、変更となる場合があります。 
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11 応募の手続き                            

⑴ 募集要項等の配布 

   募集要項等については、令和３年７月３０日（金）より、市のホームページで公開します。 

URL https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1627439808885/index.html

からダウンロードできます。 

なお、原則として窓口での配布は行いません。 

⑵ 説明会の開催 

  応募に係る説明会（参加必須）を以下のとおり開催します。参加に当たっては申込みを必要とし

ますので、以下の事項に基づき手続きしてください。 

ア 開催日時

   令和３年８月１０日（火）午後２時から（受付開始 午後１時３０分から） 

イ 開催場所

  〒５１４－００５６ 

三重県津市北河路町１９番地１ サオリーナ 控室 

ウ 参加申込方法

  様式１「津市産業・スポーツセンターの指定管理者公募に係る説明会参加申込書」に必要事項

を記入の上、電子メール、ＦＡＸ、持参、郵送のいずれかの方法でお申し込みください。参加人

数は、３名以内でお願いします。なお、持参の場合を除いて、必ず電話にて到達を確認してくだ

さい。 

(ｱ) 申込期限：令和３年８月６日（金）午後５時まで（必着） 

  (ｲ) 申 込 先：津市スポーツ文化振興部スポーツ振興課 企画管理・事業担当 

          電子メールアドレス 229-3254@city.tsu.lg.jp 

ＴＥＬ       059-229-3254 

ＦＡＸ       059-229-3247 

エ 内容

  (ｱ) 募集要項・要求水準書などに基づいた応募説明（３０分程度） 

(ｲ) 施設の見学会（１時間程度） 

オ 注意事項

    当日は、市では募集要項等は準備しませんので、参加者で持参してください。 

質問については、書面形式を基本に次項⑶の手続きによるものとしている関係上、当日はお受

けすることができませんので、あらかじめご了承ください。 

⑶ 質問事項の受付と回答 

   募集要項等の質問事項については、以下のとおり受付・回答を行います。 

ア 受付期間

   (ｱ) １回目 

     令和３年８月１０日（火）から令和３年８月１３日（金）午後５時まで（必着） 
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   (ｲ) ２回目（１回目の回答に対する再質問） 

     令和３年８月２０日（金）から令和３年８月２４日（火）午後５時まで（必着） 

イ 質問方法

   様式２「津市産業・スポーツセンターの指定管理者公募に係る質問書」に必要事項を記入の上、

電子メールにて提出してください。電話などによる個別の質問にはお答えできませんので、ご注

意ください。未到達等による受付漏れを防ぐため、必ず電話にて内容が到達したことを確認して

ください。 

送 付 先：津市スポーツ文化振興部スポーツ振興課 企画管理・事業担当 

        電子メールアドレス 229-3254@city.tsu.lg.jp 

ＴＥＬ       059-229-3254 

ウ 回答方法と時期

回答については、市のホームページで、全質問とその回答を順次公表します。 

   (ｱ) １回目の質問に対する回答 

     令和３年８月１９日（木）午後５時までに回答。ただし、回答に時間を要すると判断する質

問については、この限りではありません。 

   (ｲ) ２回目の質問に対する回答 

     令和３年８月３０日（月）午後５時までに回答。 

⑷ 公募参加表明の受付 

本件に応募する法人等は、以下に基づき公募参加表明書を提出してください。なお、この書類は、

応募の意思を確認するものですので、応募する法人等は必ず提出してください。共同事業体により

応募する場合には、代表となる予定の法人等が提出してください。 

ア 受付期間

令和３年８月３１日（火）から令和３年９月１０日（金）午後５時まで（必着） 

（ただし、土曜、日曜及び祝日を除く） 

イ 受付時間

受付期間中の午前９時から午後５時まで 

ウ 提出方法及び提出場所

様式３「津市産業・スポーツセンターの指定管理者公募に係る公募参加表明書」に必要事項を

記入の上、持参、郵送のいずれかの方法で津市スポーツ文化振興部スポーツ振興課企画管理・事

業担当へ提出してください。 

⑸ 応募書類の提出 

応募書類を以下のとおり受け付けます。 

ア 受付期間

   令和３年８月３１日（火）から令和３年９月２２日（水）午後５時まで（必着） 

（ただし、土曜、日曜及び祝日を除く） 

イ 受付時間

受付期間中の午前９時から午後５時まで 



16 

ウ 提出方法及び提出場所

応募書類一式を津市スポーツ文化振興部スポーツ振興課企画管理・事業担当へ必ず持参してく

ださい。なお、郵送等は認めません。 

エ 提出書類

応募に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。様式は原則として日本工業規格Ａ４

版とし、ファイルに綴じるなど、まとめて提出してください。なお、市が必要と認める場合は、

追加資料を求める場合があります。提出書類における申請者の押印について、自署の場合は、押

印不要ですが、記名の場合は、押印が必要です。 

(ｱ) 申請書関係【各１部】 

内容 様式 

① ・津市産業・スポーツセンター指定管理者指定申請書 様式４ 

② 
（共同事業体での応募の場合） 

・津市産業・スポーツセンター指定管理者共同事業体構成員表 
様式５ 

③ 
（共同事業体での応募の場合） 

・津市産業・スポーツセンター指定管理者共同事業体協定書 
様式６ 

④ 
（共同事業体での応募の場合） 

・津市産業・スポーツセンター指定管理者共同事業体委任状 
様式７ 

(ｲ) 法人等に関する書類関係【正本各１部、副本各２部（複写可）】※構成員ごと 

内容 様式 

① ・法人等の定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 － 

② 

・登記事項証明書（法人に限る。）、法人以外の団体にあっては代表者の住

民票の写し 

※指定申請書を提出する日前３ヶ月以内に取得したもの 

－ 

③ 
・印鑑登録証明書 

※指定申請書を提出する日前３ヶ月以内に取得したもの 
－ 

④ 

・役員等の名簿 

※指定申請書を提出する時点のもので、氏名（フリガナ付）及び役職名、

生年月日、住所又は居所を記載したもの 

－ 

⑤ 

・経営状況を説明する書類 

※指定申請書を提出する日の属する事業年度から直近３か年の法人等

の事業報告書、収支決算書又は計算書類（損益計算書、貸借対照表、

株主資本等変動計算書、個別注記表）及び財産目録（主要科目の明細）、

法人税申告書（内訳含む）の写し又はこれらに準ずる書類 

－ 

⑥ 
・指定申請書を提出する日の属する事業年度の法人等の事業計画書及び収

支予算書、又はこれらに準ずる書類 
－ 
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⑦ 

・最新の国税、本社所在地における都道府県民税及び市町村税（支店等

が参加する場合は、本店所在地及び支店等所在地の都道府県税及び

市町村税）の納税証明書（法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民

税、消費税及び地方消費税） 

－ 

⑧ ・誓約書 様式８ 

(ｳ) 提案書関係【正本各１部、副本各１０部】 

内容 様式 

① ・法人等の概要 様式９ 

② ・事業計画書及び収支計画書の要旨 様式１０ 

③ ・事業計画書 
様式１１ 

（①～⑦）

④ ・収支計画書 
様式１２ 

（①、②）

オ 提案書関係の記載要領

本施設の設置目的、業務の基準等を十分に理解した上で、以下の要領で記載してください。書

類は添付資料も含めＡ４版（両面印刷）で、通し番号を中央下に付してください（必要に応じ枠

を広げて作成してください）。なお、事業計画書の枚数は以下の制限枚数以内とし、フォントサイ

ズに関する制限は設けませんが、審査に当たって読みにくくならないよう、注意してください。 

また、副本は、会社名、ロゴ等で法人等又は共同事業体が特定できないように作成してくださ

い（黒塗り又は非表示としてください）。 

(ｱ) 法人等の概要 

テーマ・様式 テーマの詳細及び記載等の留意事項 
制限 

枚数 

法人等の概要 

（様式９） 

応募する法人等の概要を、様式のフォームにより、わかりやす

く記載してください。 

※共同事業体での応募の場合には、全ての構成員について記載

してください。 

※法人等のパンフレット、設立趣旨書等がある場合には正本に

添付してください。

１枚 

（構成員ごとに１枚）

(ｲ) 事業計画書及び収支計画書の要旨 

テーマ・様式 テーマの詳細及び記載等の留意事項 
制限 

枚数 

事業計画書及び収支計画

書の要旨 

（様式１０） 

 提案する事業計画書及び収支計画書の要旨を、様式のフォーム

により、簡潔に記載してください。 ２枚 

(ｳ) 事業計画書 

テーマ・様式 テーマの詳細及び記載等の留意事項 
制限 

枚数 
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１ 基本方針・成果目標 

（様式１１－①） 

⑴ 管理運営の基本方針 

ア 管理運営の総合的な基本方針を記載してください。 

イ 応募に至った理由・経緯や法人等又は共同事業体の抱負等

を記載してください。 

ウ 本施設の管理運営を通じた、市のスポーツ振興・産業振興

に対する基本的な考え方を記載してください。

２枚 

⑵ 成果目標と自己評価 

ア 必須とする成果目標（施設ごとの利用者数、利用率（午前、

午後、夜間ごと））について、年度別に数値等とともに、把

握・管理する方法を具体的に記載してください。また、その

他の定量的な目標のほか、定性的な目標を提案し、その内容

を把握・管理する方法とともに記載してください。 

イ 自己評価（セルフモニタリング）の実施方法を記載してく

ださい。

２枚 

⑶ 法人等の社会的責任 

ア 法人等の倫理のほか、法令遵守、環境管理、社会貢献活動

について、法人等として実施していること、本施設で実施を

計画していることについて具体的に記載してください。 

２枚 

２ 実施体制・経営基盤 

（様式１１－②） 

⑴ 業務の実施体制、職員の研修・育成 

ア 本施設の管理運営に役立つ法人等のノウハウ等を具体的

に記載してください。 

イ 本施設の管理運営に係るバックアップ体制を具体的に記

載してください。 

ウ 配置する予定の職員について、職種別に職員数や経験年

数、保有資格等を様式のフォームに沿って示しつつ、考え方

を具体的に記載してください。 

エ 組織管理体制、勤務ローテーションの考え方、これらの特

長について具体的に記載してください。 

 ※組織体制図を添付してください。また、勤務ローテーショ

ン表を、様式の欄外に示すフォームに沿って示し、添付し

てください。なお、これらは制限枚数には含まれません。

オ 採用計画・人材育成の考え方や具体的な方法、計画してい

る研修や訓練内容について、様式のフォームに沿って示しつ

つ、具体的に記載してください。

４枚 

⑵ 類似施設の管理運営実績 

ア 類似施設の管理運営実績を、様式のフォームに沿って記載

してください。 

イ 類似施設の管理運営実績における成果や、本施設の管理運

営に活かせる実績等の説明を記載してください。 

ウ 類似施設の管理運営実績のほかに、本施設の管理運営に役

立つ業務実績等がありましたら記載してください。

２枚 

⑶ 経営基盤（財政的基盤） 

ア 直近３年度分の経営状況を説明する書類（財務諸表等）の

計算書類の内容から、様式のフォームに沿って該当の数値を

記載してください。 

イ 経営状況を説明する書類の内容のほかに、安定的に本施設

の管理運営を行うことができる経営体制、経営基盤がありま

したら記載してください。 

※評価項目「経営基盤（財政的基盤）」は、経営状況を説明

１枚 

（構成員ごとに１枚）
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する書類の内容とともに総合的に評価します。

３ 運営の計画 

（様式１１－③） 

⑴ 施設の運営に関する実施計画 

ア 利用者の受付業務や、案内（誘導を含む）、使用許可、利

用料金の収受に関する提案を記載してください。 

イ 開館時間についての提案や、施設の貸出方法についての考

え方（自主事業の実施枠やメンテナンス時間枠の設定を含

む）、具体的な貸出スケジュールの提案を記載してください。

※貸出スケジュールの提案については、任意の様式で図化

等を行うなどして添付し、その特長（期待できる効果等）

を記載してください。季節等によってスケジュールを変

更する提案の場合は、適宜、複数パターンを添付してく

ださい。なお、添付する貸出スケジュールは、制限枚数

には含まれません（添付枚数は任意）。 

ウ スポーツに関する助言・指導、相談対応についての考え方

を記載してください。 

エ トレーニングルーム、フリーウエイトルームの運営につい

て、その特長等を記載してください。また、設置する予定の

機器一覧（種類、台数等）を添付してください。なお、添付

する機器一覧は制限枚数には含まれません（添付枚数は任

意）。 

オ スポーツ大会や産業イベントに利用してもらいやすいよ

うな工夫、対応を記載してください。

４枚 

⑵ 利用料金の設定の考え方 

ア 利用料金の設定の考え方及び条例や施行規則に基づいた

具体的な利用料金を解りやすく表化し、提案してください。

なお、利用促進を目的とした制度を提案する場合には、その

内容と利点を記載してください。 

※利用料金の表化は、任意のフォームで、料金体系や具体

的な金額を記載してください。 

※提案する利用料金の表は、制限枚数には含まれません。

２枚 

⑶ 利用者サービスの向上、トラブル防止策及び対応 

ア 利用者サービスに対する工夫や向上策について記載して

ください。 

イ 利用者の要望の把握及び対応方法についての考え方等を

記載してください。 

ウ クレーム・トラブルの防止策、発生したときの対応策につ

いて具体的に記載してください。

４枚 

⑷ 施設の利用促進・情報発進 

ア 施設区分別に、具体的な利用促進策（重点施策、主要ター

ゲット等）を記載してください。 

イ 施設外への施設情報の発信に関する提案を具体的（方法や

回数等）に記載してください。

４枚 

⑸ レストランスペース、テナントスペース等の計画 

ア レストランスペースの運営方法について、レイアウトや、

開館時間、メニュー、給仕方法等の考え方を記載してくださ

い。 

イ テナントスペースの運営方法についての考え方を記載し

てください。 

※上記ア及びイの提案について、外部の事業者に使用させ

４枚 
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る場合には、選定方法や連携方法について具体的に記載

してください。 

ウ 屋外駐車場及び多目的広場、屋上広場、その他の場所の利

活用方法についての提案を記載してください。

４ 事業実施（施設有効活

用）の計画 

（様式１１－④） 

⑴ 事業の連携・協力 

 ア スポーツの普及、振興に係る連携や市主催の催事等に対す

る協力、特定非営利活動法人津市スポーツ協会との連携事業

などの提案を記載してください。 

２枚 

⑵ スポーツ大会、興行等の催事の誘致、民間ノウハウを

活かした施設の利活用方法 

ア スポーツ大会（アマチュアスポーツ）やイベントなどの誘

致に関する考え方を記載してください。 

イ 興行（プロスポーツ）やイベント等の誘致といった施設の

賑わいや収益力強化に向けた営業や誘致活動の提案を記載

してください。 

ウ 施設の特性を活かした利活用方法（メッセウイング・みえ

の利活用方法、屋内スポーツと産業振興施設の相乗効果を発

揮した利活用方法等）の提案を記載してください。

４枚 

⑶ 自主事業の計画 

ア 提案する自主事業の具体的な事業計画を、事業種類別に記

載してください。 

※各種教室、講座等のプログラムは、様式のフォームに沿

って、一覧を作成してください。 

イ 自主事業を実施することによる施設に与える影響（利用者

数、利用率等）や、必須業務とのリスク分離策について記載

してください。

４枚 

５ 維持管理、施設管理の

計画

（様式１１－⑤） 

⑴ 維持管理の計画 

ア 施設・設備の点検（日常点検・法定点検等）及び修繕計画、

清掃等の計画について、基本的な考え方や方法・回数・管理

方法等について具体的に記載してください。 

イ 業務の一部を外部の業者に委託する場合には、外部委託の

必要性・委託先選定方法や連携方法について記載してくださ

い。 

ウ 什器・備品・リース物件の維持管理の考え方を記載してく

ださい。 

エ 保安警備業務の計画について記載してください。 

オ 実施を計画しているごみ排出量削減や地球温暖化対策の

内容を記載してください。 

カ 修繕の計画とその予算、中期修繕計画の立案の考え方、市

が実施する修繕に対する支援方法について記載してくださ

い。

８枚 

⑵ 公平な利用の確保 

ア 利用者等の公平性確保について具体的に記載してくださ

い。 

イ 障がい者、外国人等が利用しやすくするための方策を記載

してください。

２枚 

⑶ 緊急時の対応 

ア スポーツ施設における事故防止策（プール、トレーニング

ルームにおける安全対策等）、事故発生時の対応策について

６枚 
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具体的に記載してください。 

イ 本施設は、有事の際の災害活動場所（要求水準書第７に詳

細な位置付けを記載）として、位置付けられていることから、

有事の際の対応、支援方策について、具体的に記載してくだ

さい。 

ウ 保険加入等、補償・賠償にかかる方策を記載してください

（加入する保険の補償内容等）。

⑷ 個人情報保護・情報公開の取り扱い 

ア 個人情報保護等の情報管理、情報公開に対する考え方や取

扱方法について具体的に記載してください。

２枚 

６ その他の計画（経営管

理、地域貢献など） 

（様式１１－⑥） 

⑴ 地域経済・社会への貢献策 

ア 市内事業者との連携に対する考え方を記載してください。

イ 市内における雇用の創出、市内からの物品・サービスの調

達の考え方など、地域経済の活性化に向けて好材料となる取

り組みの考え方を記載してください。 

ウ 他に地域経済・社会への貢献策がありましたら記載してく

ださい。

２枚 

⑵ その他の施設運営に係る提案 

ア 管理運営にあたっての連絡調整についての提案、引き継ぎ

についての提案等、その他の提案を記載してください。

２枚 

７ 経済合理性 

（様式１１－⑦） 

⑴ 費用対効果・経費の縮減、収支計画書の特徴 

ア ランニングコストの削減、収入の増加についての取り組み

等を具体的に記載してください。 

イ 収支計画書（様式１２）の特徴を記載してください。 

ウ 収支計画を上回る利益があった場合の還元策について提

案してください。

２枚 

(ｴ) 収支計画書 

テーマ・様式 テーマの詳細及び記載等の留意事項 
制限 

枚数 

１ 収支計画書（総括表）

（様式１２－①） 

指定期間中の収支計画（年度別の指定管理料を含む）の総括表

を、様式のフォームに沿って作成してください。 

※様式１２－①に記載の数値は、様式１２－②に記載の数値と

一致させてください。

２枚 

２ 収支計画書（年度別）

（様式１２－②） 

年度別の収支計画を、様式のフォームに沿って作成してくださ

い（Ⅰ 指定管理者の必須業務【収入の部】、【支出の部】、【支出

の部】維持管理費等の内訳、事業実施業務の抽出、Ⅱ 自主事業

の実施業務）。 

※年度ごとに作成をしてください。 

無し 

⑹ 応募書類の留意事項 

ア 応募書類の著作権

    応募書類の著作権は、それぞれ作成した法人等又は共同事業体に帰属します（指定管理者に指

定された事業者が作成した応募書類の著作権は市に帰属するものとします。）。 

市は指定管理者の決定の公表等において必要と認めるときは、当該提出書類の全部又は一部を

無償で使用できるものとします。 
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イ 提出書類の情報公開

提出された書類は、情報公開の請求によって開示することがあります。 

ただし、法人情報及び個人情報に該当する部分については、この限りではありません。 

ウ 重複提案の禁止

応募する１法人等又は共同事業体につき、事業計画書等の提出は１組とします。複数の提案は

できません。 

エ 提案内容の変更禁止

提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えによる提案内容の変更は認めません。 

ただし、明らかな誤り等、市が変更の指示をした場合は、この限りではありません。 

オ 費用負担

応募に必要な費用は、法人等又は共同事業体の負担とします。 

カ 使用言語及び通貨単位

提出書類に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とします。 

キ 提出書類の取り扱い

提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。また、提出書類は、選定等のために必要な範

囲で複製を作成することがあります。 

ク 提出書類についての質疑

    提出書類の内容について、市から問い合わせをする場合があります。 

ケ 応募の辞退

様式３「津市産業・スポーツセンターの指定管理者公募に係る公募参加表明書」の提出以降、

応募を辞退する場合は、第１次審査結果通知までに、辞退届（任意様式）を提出してください。

12 指定管理者の選定                          

⑴ 選定委員会の設置 

  指定管理者の選定に当たっては、「津市産業・スポーツセンター及び津市運動施設（津地域）指定

管理者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置します。 

⑵ 応募資格の確認 

応募書類の受付後、応募資格の要件を満たしているかを市スポーツ振興課（以下「事務局」とい

う。）で確認し、その結果を通知します。 

なお、要件を満たしていない場合は、失格となります。 

⑶ 選定委員会による審査及び選定 

選定委員会において、第１次審査（提出された事業計画書等に基づく書類審査、３者程度を選定）、

第２次審査（法人等又は共同事業体）によるプレゼンテーション（２０分以内）及び質疑応答（３

０分程度））を行い、別紙２「津市産業・スポーツセンター指定管理者評価基準」に基づき、選定委

員会で総合的に審査して、優先交渉権者を選定します。 
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⑷ 審査の日程等 

  第１次審査については令和３年９月下旬から１０月上旬、第２次審査については令和３年１０月

中旬を予定しています。法人等又は共同事業体の出席を求める第２次審査の詳細については、第１

次審査結果通知時にお知らせします。 

また、第２次審査のプレゼンテーションにおいては、プロジェクターを使用した説明も可能とし

ますが、提出された事業計画書等以外の資料を使用する場合（例：プレゼンテーション用に資料を

加工する場合等）は、第２次審査の休日を除く３日前までに事務局に提出し確認を受けるものとし

ます。 

なお、プレゼンテーションについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、ウェブ会

議システムを活用して実施する場合があります。 

⑸ 審査結果の通知及び公表 

審査終了後速やかに書面で通知します。また、審査結果については市のホームページ上でも公表

します。 

⑹ 指定管理者の決定 

 優先交渉権者は、優先交渉権を有し、市と協議・交渉を行うものとします。その合意内容を踏ま

えて、指定管理者候補者に決定します。その後、津市議会における指定管理者の指定議案の議決を

経て基本協定を結び、正式に指定管理者を決定します。 

本件については、令和３年第４回津市議会定例会（１２月議会）への議案提出を予定し、同議会

に指定管理料の限度額に係る債務負担行為の補正予算を計上する予定です。 

なお、協議が成立しない場合や、指定管理者として本施設の管理運営を行うことが困難と判断さ

れる事情が生じた場合等は、市は原則として、次点者と協議を行うこととします。

⑺ 失格の要件 

応募する法人等又は共同事業体が次の要件に該当した場合は、失格とします。 

ア 法人等又は共同事業体の代表者及び代理人並びにそれ以外の関係者が審査に対する不当な要求

を行った場合、若しくは、選定委員会委員に個別に接触した場合 

イ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

ウ 複数の事業計画書等を提出した場合 

エ 応募書類の受付期限までに所定の書類が整わなかった場合 

オ 応募書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更した場合  

カ その他不正行為があった場合 

13 指定管理者との協定書の締結                     

津市議会における議決を経た後、協議に基づき、基本協定を締結します。 

基本協定は、指定期間を通じての基本的な事項と事業実施に係る事項を定めたものです。その後、

年度ごとに年度協定を締結します。協定の主な項目については、次のとおりです。 
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⑴ 基本協定書 

  ア 業務の範囲に関する事項 

  イ 業務の実施に関する事項 

  ウ 備品等の取扱いに関する事項 

  エ 事業計画書等に関する事項 

  オ 指定管理料及び利用料金に関する事項 

  カ 損害賠償及び不可抗力に関する事項 

  キ 指定の取り消しに関する事項 

  ク 指定期間の満了に関する事項 

  ケ 自主事業の実施に関する事項 

  コ その他、本施設の管理において必要と認める事項 

⑵ 年度協定書 

ア 当該年度の業務内容に関する事項 

イ 当該年度の指定管理料に関する事項 

ウ その他、当該年度の本施設の管理において必要と認める事項 

14 事業の継続が困難となった場合における措置              

⑴ 市への報告 

指定管理者は、事業の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合には、速やかに市に報

告するものとします。

⑵ 指定管理者に対する調査等 

市は、地方自治法第２４４条の２第１０項及び条例第１２条の規定により、指定管理者に対して

管理運営及び経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることがあります。 

なお、指定管理者が指示された期間内に改善することができなかった場合には、地方自治法第２

４４条の２第１１項及び条例第１３条の規定により、市は、指定を取消し、又は期間を定めて管理

運営業務の全部若しくは一部の停止を命じる場合があります。 

⑶ その他指定管理者の指定の取り消し等 

指定管理者の破産、若しくは指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど管理運営業務の履行が

困難と認められる場合、又は著しく社会的信用を損なうなど指定管理者として相応しくないと認め

られる場合には、上記⑵同様に条例第１３条の規定により、市は、指定を取消し、又は業務の停止

を命じることがあります。 

なお、指定管理者の決定後、本施設の指定管理業務開始までの間においても、上記のことが認め

られる場合、また、正当な理由なくして市との協定の締結に応じない場合は、指定を取り消すこと

があります。 
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⑷ 指定管理者に対する損害賠償 

上記⑵又は⑶により指定を取り消され、市に指定管理者の債務不履行による損害が生じた場合に

は、指定管理者は、市に対し賠償の責めを負うこととなります。

⑸ その他不可抗力の場合 

指定管理者の責めに帰することができない事由により事業の継続が困難になった場合には、市と

指定管理者は、事業継続の可否について協議をするものとします。 

15 問い合わせ                               

津市スポーツ文化振興部 スポーツ振興課 企画管理・事業担当 

〒５１４－００５６ 三重県津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ２階 

電 話 ０５９－２２９－３２５４ 

ＦＡＸ  ０５９－２２９－３２４７ 

メール 229-3254＠city.tsu.lg.jp 


